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幼児教育・保育施設の類型 

  

概　　　　要

　保護者の就労の有無にかかわらず、就学前のこどもを受け入れ、
教育と保育の両方の機能を提供するとともに、地域における子育て
支援事業を行う施設で４区分ある（認定こども園法第２条第６項及
び第７項）

幼稚園的機能と保育所的機能の両方を併せ持つ単一の施設

認可幼稚園が、単独又は認可外保育施設と連携して教育・保育を一
体的に提供する施設

認可保育所が、単独で幼稚園機能を備え、教育・保育を一体的に提
供（保育を必要としない子も受け入れる）する施設

認可外保育施設が単独で幼稚園機能と保育園機能を備え、教育・保
育を一体的に提供する施設

幼稚園

　３歳以上の幼児を対象として、義務教育及びその後の教育の基礎
を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適
当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施
設(学校教育法第22条)
　平成27年度に始まった子ども・子育て支援新制度に移行している
幼稚園

　子ども・子育て支援新制度に移行せず、引き続き私学助成の枠組
みとなっている私立幼稚園

　保護者の就労や疾病などにより保育を必要とする乳児・幼児を
日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設（利
用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除
く）(児童福祉法第39条第１項)

　地域型保育事業は、児童福祉法第24条第２項に規定された以下の
４つの事業で、保育所（原則20人以上）より少人数の単位で、０歳
から２歳のこどもを保育する事業

　家庭的な雰囲気のもとで、少人数（定員５人以下）を対象にきめ
細かな保育を実施
　少人数（定員６人から19人）を対象に、家庭的保育に近い雰囲気
のもと、きめ細かな保育を実施
　会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域のこども
を一緒に保育を実施
　障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった
地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で１対
１で保育を実施

　児童福祉法第59条の２に規定する、都道府県や市町村認可を受け
ていない保育施設や小規模保育事業等の総称（認可を受けていない
「居宅訪問型保育事業（ベビーシッター）」も含む）

　国が行う「企業主導型保育事業」によって、施設の設立や運営の
ための助成を受けている保育施設（児童福祉法上は「認可外保育施
設」に該当）

　児童福祉法第39条に規定する保育所を設置することが著しく困難
であると認められる地域に設置される児童を保育するための施設
（児童福祉法上は「認可外保育施設」に該当）

小規模保育事業
所

保育所

認定こども園   

未移行私立幼稚
園

新制度移行幼稚
園

幼保連携型

幼稚園型

保育所型

地方裁量型

へき地保育所

項　　目

地域型保育事業所

家庭的保育事業
所

事業所内保育事
業所

居宅訪問型保育
事業所

認可外保育施設

企業主導型保育
施設（地域枠）


